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函館市の概況 

■位 置 

 函館市は，北海道の渡島半島南端部に位置し，総面積 677.87ｋ㎡，東・南・北の三方を太平洋・津軽海峡に囲

まれ，気候は，積雪量も比較的少なく，温暖で恵まれた自然環境を有する生活しやすい地域です。特に，函館市

民の憩いの場ともなっている函館山は，この地帯を北限とする杉をはじめ，動植物の宝庫であるため，学術的にも

貴重で四季を通じて自然観察ができます。 

 

■市 勢  

 函館市は，安政 6 年（1859 年）日米修好通商条約により，横浜・長崎とともに日本最初の国際貿易港として海

外に門戸を開き，以来積極的に外国の文化を取り入れることにより，国際色豊かな歴史と文化を育みながら，異

国情緒豊かな街へと成長してきました。 

 開港を契機に，さらに北洋漁業の基地としての役割も加わり，東京以北最大の都市にまで発展しましたが，そ

の後，地域を支えてきた北洋漁業の衰退や造船不況，青函連絡船の廃止，さらにはバブル経済の崩壊の影響な

どにより，本市の地域経済は長らく低迷していました。 

 しかし，平成 16 年 12 月に近隣 4 市町村と合併し，平成 17 年 10 月には中核市に移行したほか，平成 28 年 3

月には北海道新幹線が開業し，まちに活気と賑わいが生まれ始め，地域経済の活性化や都市としてのブランド

力などを生かしたまちの魅力の向上に重点的に取り組みながら，函館再生に向けたまちづくりを進めているところ

です。 

 子ども未来部は，関係部局から業務を集約して再編後，平成 24 年に新設されました。函館のすべての子ども

の育ちを総合的に支援するため，妊娠から出産，乳幼児から青少年に至るまで，子どもの健康・生活・就園就学

の支援など，子どもの育成や環境整備を行うとともに，医療費助成や各種手当ての支給，奨学金制度等の運用

による子育て支援を行うほか，ＤＶ相談や要保護児童対策など，さまざまな観点から子どもの育成と子育て支援

に取り組んでいます。 

 

１ 位置と面積 

 

 

２ 函館市の人口，世帯数の推移  

 

　　  (各年度4月末現在）

平成30年度 令和元年度 令和２年度

260,530人 257,085人 253,716人

男 118,569人 117,076人 115,473人

女 141,961人 140,009人 138,243人

143,053世帯 141,668世帯 141,912世帯世帯数

区　分

人　口

 

 

経度(東経） 緯度（北緯） 東西 南北

677.87㎢ 140度44分 41度46分 41.1㎞ 32.8㎞

面積
位置(市役所を中心とする） 広ぼう
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子ども未来部機構 

                                            

   

 

 

 

 

 

（令和2年6月1日現在　単位：人）

職員

※　○内数字は施設数 

嘱託・会計年度任用職員

子ども未来部長 1 子ども企画課長 1 庶務係 5 1

サービス・給付担当 5 1

部次長 1 企画担当 2 1

私学担当 2

子どもサービス課長 1 認定・入退所担当 4 6

無償化給付担当 2 1

指導監査担当 3 2

保育料担当 2 1

子育て支援課長 1 母子児童担当 8 7

医療助成担当 4 2

次世代育成課長 1 要保護児童等支援担当 5 4

児童館担当 3

青少年担当 6 5

生活館 ①

児童館 ㉓ 64

(6)

母と子の家 ① 2

母子保健課長 1 母子保健担当 15 13

（福祉事務所） 子どもサービス課長（１） 認定・入退所担当 (4)

花園保育園 10 14

子育て支援課長（１） 母子児童担当 (8) (7)

医療助成担当 (4) (2)

※　( )内数字は兼務職員数

次世代育成課長（１） 要保護児童等支援担当 (5) (4)

恵山福祉課長（１） つつじ保育園 5 9

(令和2年6月1日現在 単位：人）
部　　長 次　　長 課　　長 主　　査 係　　員 小　　計 嘱託・会計年度任用職員 計

1 1 5 21 60 88 133 221
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職名別・職種別職員数      

 
 

 

 

 

 

 

（令和２年6月1日現在　単位：人）

計

 
庶
務
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企
画
担
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計
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担
当

計

 
児
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館
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青
少
年
担
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担
当

計

 
母
子
保
健
担
当

計

 
花
園
保
育
園

 
つ
つ
じ
保
育
園

221 1 1 12 7 3 2 28 11 6 3 5 3 22 16 6 90 70 11 9 29 29 38 24 14

部　　長 1 1

次　　長 1 1

課　　長 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

主　　査 21 3 1 1 1 6 1 1 1 2 1 3 2 1 4 1 1 2 3 3 2 1 1

一　　般 60 6 4 1 1 10 3 4 1 1 1 9 6 3 10 2 5 3 12 12 13 9 4

嘱　　託 3 1 1 2 1 1

会計年度任用職員 130 2 1 1 11 6 1 1 2 1 9 7 2 75 66 5 4 12 12 21 13 8

医　　師 3 1 1 2 1 1

保健師 16 2 2 14 14

助産師 2 2 2

看護師 2 2 2

臨床心理士 1 1 1

管理栄養士 1 1 1

児童厚生員 63 63 63

保育士 30 30 19 11

調理員 6 6 4 2

清掃員 3 3 3

その他(事務系） 94 1 1 12 7 3 2 27 11 5 3 5 3 22 16 6 22 4 11 7 9 9

＊表中の人数は実員

種別

次世代
育成課

母子
保健課

福祉
事務所

課 ・係

職　 種

職員総数

職別

 
 
 
 
 

総
 
 
 

数
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来
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長

 
子
ど
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未
来
部
次
長

子ども
企画課

子ども
サービス課

子育て
支援課
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事務分掌 

子ども未来部 
 
  子ども企画課 
  (1)  子育て支援施策の企画および総合調整に関すること。 
  (2)  子ども・子育て会議に関すること。 
  (3)  私立学校に関すること。 
  (4)  奨学金，育英金および入学準備金に関すること。 
  (5)  奨学資金運営委員会に関すること。 
  (6)  入学準備金貸付審査委員会に関すること。 
  庶務係 
       (1)  部内の庶務および経理に関すること。 
 
  子どもサービス課 
      (1) 子育て環境の整備に関すること。 
     (2)  幼保連携型認定こども園審議会に関すること。 
     (3)  保育所および幼保連携型認定こども園の設置認可等ならびに地域型保育事業等の認可等に関
   すること。 
     (4)  幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等に関すること。 
     (5) 子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付等および子育てのための施設等利  

用給付ならびに特定教育・保育施設等の確認等に関すること 
     (6) 認可外保育施設の届出等ならびに指導および監査に関すること。 
  (7) 保育士等の研修に関すること。 
  (8) 保育所保育料等の決定および徴収に関すること。 
  (9)  市立保育所の管理および運営に関すること。 
   (10)  幼稚園就園児に対する助成に関すること。 
   
  子育て支援課 
  (1) 子育て支援に関すること。 
  (2)  配偶者等からの暴力の防止に関すること。 
  (3)  ひとり親家庭等医療費助成に関すること。 
        (4)  子ども医療費助成に関すること。 
     (5) 母子福祉資金等貸付金事業に関すること。 
     (6) 遺児手当に関すること。 
        (7) 母子生活支援施設および助産施設の設置認可等に関すること。 
     (8) 母子生活支援施設および助産施設の運営指導に関すること。 
     
  次世代育成課 
     (1)  次世代育成支援に関すること。 
     (2) 要保護児童対策に関すること。 
     (3) 児童館に関すること。 
  (4) 母と子の家および生活館に関すること。 
     (5) 桔梗福祉交流センターに関すること。 
     (6) 放課後子ども教室推進事業に関すること。 
  (7) 放課後児童健全育成事業に関すること。 
     (8) 青少年活動の推進に関すること。 
  (9) 青少年補導センターに関すること。 
     (10) その他子どもの健全育成に関すること。 
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  母子保健課                                          
     (1) 母子保健に関すること。 
     (2) 定期の予防接種（成人男性の風しん，インフルエンザおよび高齢者の肺炎球菌感染症に係るものを

除く。）に関すること。 
     (3) 児童福祉法に基づく療育および小児慢性特定疾病に関すること。 
     (4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療（育成
   医療に限る。）に関すること。 
      (5) 特定不妊治療費の助成に関すること。 
 
 
 
 
福祉事務所 
                                                
  子どもサービス課 

(1) 認可保育所等の入所，退所等に関すること。 
   
  子育て支援課 
     (1) 母子家庭，父子家庭および寡婦の福祉に関すること。 
     (2) 児童扶養手当, 児童手当および子ども手当に関すること。 
     (3) 母子生活支援施設および助産施設の入所および退所に関すること。 
      (4) 母子・父子相談および女性相談に関すること。 
      (5) その他母子および父子の福祉に関すること。 

 
  次世代育成課 
  (1) 家庭児童相談に関すること。 
 
 
  恵山福祉課 
     恵山支所の所管区域内の次に掲げる事項（子ども未来部関連抜粋） 
     (1)  市立保育所等の入所，退所等に関すること。 
     (2)  児童, 母子家庭，父子家庭および寡婦の福祉に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に関す

ること。 
      (3) 児童扶養手当, 特別児童扶養手当，特別障害者手当，障害児福祉手当，福祉手当，児童手当
    および子ども手当に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に関すること。 
        
  南茅部福祉課 
     南茅部支所の所管区域内の次に掲げる事項（子ども未来部関連抜粋） 
     (1)  認可保育所等の入所，退所等に関すること。 
     (2)  児童, 母子家庭，父子家庭および寡婦の福祉に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に関す

ること。 
   (3)  児童扶養手当, 特別児童扶養手当，特別障害者手当，障害児福祉手当，福祉手当，児童手当
    および子ども手当に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に関すること。 
                                                    
  湯川福祉課・亀田福祉課・戸井福祉課・椴法華福祉課 
     各支所の所管区域内の次に掲げる事項（子ども未来部関連抜粋） 
        (1)  児童, 母子家庭，父子家庭および寡婦の福祉に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に関す

ること。 
      (2)  児童扶養手当, 特別児童扶養手当，特別障害者手当，障害児福祉手当，福祉手当，児童手当
    および子ども手当に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に関すること。
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子ども未来部関係予算 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 1　各会計歳出予算一覧表

（1） 一般会計 （単位：千円）

国道支出金 地方債 その他

民生費 14,089,149 9,136,063 118,900 142,738 4,691,448 13,790,995 298,154

 社会福祉費 4,015 2,949 1,066 4,402 △ 387

    社会福祉総務費 50 50 50

    障害者福祉費 3,965 2,949 1,016 4,352 △ 387

 子ども未来費 14,085,134 9,133,114 118,900 142,738 4,690,382 13,786,593 298,541

    子ども未来総務費 352,115 192,217 101,600 58,298 275,334 76,781

    子育て支援費 3,031,723 2,531,237 1,758 498,728 3,098,811 △ 67,088

    保育サービス費 7,305,748 5,061,182 132,213 2,112,353 6,511,404 794,344

    子ども健全育成費 969,317 524,746 17,300 2,426 424,845 995,263 △ 25,946

    ひとり親家庭等支援費 1,828,766 642,280 847 1,185,639 2,314,076 △ 485,310

    子ども医療助成費 479,819 129,183 3,304 347,332 469,747 10,072

     ひとり親家庭等医療助成費 117,646 52,269 2,190 63,187 121,958 △ 4,312

衛生費 640,874 63,732 4,506 572,636 613,410 27,464

　保健衛生費 640,874 63,732 4,506 572,636 613,410 27,464

    母子保健対策費 220,136 60,052 4,503 155,581 243,143 △ 23,007

    予防接種費 420,738 3,680 3 417,055 370,267 50,471

教育費 166,154 9,279 156,875 139,444 26,710

   教育総務費 145,327 145,327 120,132 25,195

      私立学校振興費 145,327 145,327 120,132 25,195

　奨学費 18,907 7,359 11,548 17,392 1,515

    入学準備給付金 9,071 9,071 10,148 △ 1,077

    奨学給付金 7,359 7,359 4,642 2,717

    入学準備貸付金 2,477 2,477 2,602 △ 125

　育英費 1,920 1,920 1,920

 

子ども未来部関係予算　計 14,896,177 9,199,795 118,900 156,523 5,420,959 14,543,849 352,328

一般会計　計 134,850,000 37,207,679 5,921,000 14,338,416 77,382,905 135,620,000 △ 770,000

子ども未来部関係予算の

一般会計予算に占める割合
11.0% 24.7% 2.0% 1.1% 7.0% 10.7% －

令和元年度

当初予算額

Ｂ

増減

A-B科　　　目
令和2年度

当初予算額

A

特定財源
一般財源

財源内訳（令和２年度分）
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（2） 奨学資金特別会計

国道支出金 地方債 その他

奨学費 8,467 279 8,188 11,311 △ 2,844

　管理費 907 279 628 991 △ 84

　奨学金 7,560 7,560 10,320 △ 2,760

合  計 8,467 279 8,188 11,311 △ 2,844

（3） 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

国道支出金 地方債 その他

貸付事業費 72,095 72,095 0 82,659 △ 10,564

合  計 72,095 72,095 0 82,659 △ 10,564

部局合計

国道支出金 地方債 その他

合  計 14,976,739 9,199,795 118,900 228,897 5,429,147 14,637,819 338,920

（単位：千円）

科　　　目
令和２年度
当初予算額

A

財源内訳（令和２年度分）
令和元年度
当初予算額

Ｂ

増減

A-B
特定財源

一般財源

（単位：千円）

科　　　目
令和２年度
当初予算額

A

財源内訳（令和２年度分）
令和元年度
当初予算額

Ｂ

増減

A-B
特定財源

一般財源

（単位：千円）

科　　　目
令和2年度
当初予算額

A

財源内訳（令和2年度分）
令和元年度
当初予算額

Ｂ

増減

A-B
特定財源

一般財源
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2　令和２年度　主要施策 （単位：千円）

項　　　目 事　業　内　容　等
令和２年度

当初予算額

民生費

子ども・子育て会議関係経費 第2期函館市子ども・子育て支援事業計画に基づく個別事業の実施状況などの審議ほか 222

子ども条例推進事業費 子ども条例の広報および啓発を実施 565

児童福祉施設整備費補助金 （仮称）認定こども園太陽の子幼稚園の改築に伴う整備費補助 284,596

地域子育て支援センター事業費 子育てサロンを公立２か所，民間１１か所に設置 89,672

ファミリー・サポート・センター事業費
仕事と子育てが両立できるよう子育てに関する相互援助を函館市社会福祉協議会に委託し

て実施
22,510

子育て支援隊関係経費 子育てに関する様々な悩みや相談に対応するため，「子育て支援隊」が家庭を訪問 1,450

子育て支援短期利用事業費 保護者の疾病等の際に一時的な施設利用を実施 710

子育て支援トワイライトステイ事業費 夜間・休日，保護者が帰宅するまで，児童に対し生活指導や食事の提供を実施 49

子育てアプリ関係経費 スマートフォンを活用し，子育て支援に関する幅広い情報を提供 542

養育支援訪問事業費

育児ストレスを抱えたり，産後うつのおそれがある保護者に加え，保育所，幼稚園等に通って

いない児童がいる養育支援が必要な家庭に対し，保健師による相談やヘルパーによる家事

援助，育児支援等を行う

1,734

女性相談関係経費
ＤＶ相談のほか，ストーカー被害や身近な人からの暴力被害など，女性に関わる相談体制の

充実を図る
1,391

性暴力被害者支援関係経費
行政・警察・拠点病院等が連携して性暴力被害者を支援する「函館・道南SART」の相談支

援窓口を設置するほか，予防教育や市民啓発を行う
3,979

配偶者等暴力被害者自立支援事業補助金
DV被害者の保護から自立までの総合支援体制に対する一時保護施設等の家賃および就労

支援講座等開催経費の助成を行う
2,000

低年齢児保育対策事業費 ３歳未満児が６人以上入所し，一定の基準を満たしている認可外保育施設に対し事業を委託 6,765

保育体制強化事業費補助金
清掃や給食の配膳などの保育に係る周辺業務に従事する「保育支援者」を雇用する保育所

等に対し，経費の一部を助成
28,200

保育士就職支援研修事業費 保育士資格を有しながら長期間離職されている方を対象に，講義や実地研修を実施 512

療育支援事業費補助金 軽度の障がいがあり集団保育が可能な児童の保育を実施している保育所等へ助成を行う 15,960

保育所地域活動事業運営費補助金 世代間交流や異年齢児交流等を実施している保育所への助成 1,250

一時預かり事業費 保護者の急用等で保育が必要な児童の保育を実施している保育所等への助成 160,921

延長保育事業費補助金 保育時間の延長を必要とする児童の保育を行う保育所等への助成 19,873

病児保育事業費 医療機関が開設する施設で，病児保育を実施 9,541

実費徴収に係る補足給付事業費補助金 子どもが保育所や幼稚園等に通う生活保護世帯に対し，給食費や教材費の一部を助成 417

施設型給付費 保育所，認定こども園および幼稚園を通じた共通の仕組みによる運営費の給付 6,755,878

施設等利用費
幼児教育・保育無償化に伴い，施設等利用給付認定された子どもの施設等の利用に要した

費用を給付
190,737

特定教育・保育質向上事業費
国が定める保育士等の配置を上回る保育所等に対し，２名分を上限として人件費の一部を助

成
47,360

地域放課後児童健全育成事業費 学童保育所の民間への委託等 840,662

放課後子ども教室推進事業費 放課後における児童の安全で安心な活動拠点を設け，様々な体験・交流活動を推進 4,695

大森浜児童館建設事業費
高盛・人見・本町児童館の統合児童館として，大森浜小学校敷地内に新たな児童館を建設

（令和元：大森浜児童館建設，令和2：大森浜児童館供用開始,高盛･人見児童館解体）
19,778

ひとり親家庭等子どものための学習支援事業費 ひとり親家庭等世帯の児童を対象に，生活指導を含めた訪問型学習支援を行う 2,000

母子家庭等自立支援給付金支給事業費 教育訓練講座の受講や，資格取得のため養成機関に通う場合にその経費の一部を助成 20,624

ひとり親家庭技能習得支援給付金 求職者支援制度等を利用せず資格を取得する場合，授業料等の一部を支給 5,296

ひとり親家庭等就労自立支援給付金
母子父子自立支援プログラムを利用して雇用保険の被保険者となる就職をした方に対し3万

円を支給
540

児童扶養手当 ひとり親家庭等の生活安定のため，所得に応じた手当の支給を行う。 1,632,243

子ども医療助成費 中学校卒業までの子どもの医療費を助成 454,453

ひとり親家庭等医療助成費 ひとり親家庭等の子どもおよびその親の医療費を助成 112,069

衛生費

マザーズ・サポート・ステーション事業費
助産師・保健師が，妊娠届出時の妊婦の面接や第１子出産世帯への訪問などの支援を行う

ほか，妊娠・出産・子育ての不安や悩みの相談を実施
4,105

妊婦健康診査費 妊婦健診に対する助成の実施 104,777

産婦健康診査事業費 産後2週間および1か月の健康診査に要する費用を助成 10,035

産後ケア事業費 母体ケアや乳児ケア等を必要とする産婦に対し，宿泊型の育児指導を実施 1,347

特定不妊治療助成事業費
特定不妊治療（体外受精，顕微受精，男性不妊治療）および不育症治療に要する費用の一

部を助成
23,586

小児慢性特定疾病児童等支援費
小児慢性特定疾病を抱える児童等に対して，医療費等の給付や，相談など自立支援事業を

実施
36,319

定期予防接種費 四種混合，麻しん・風しん，ヒブ，小児用肺炎球菌，日本脳炎，Ｂ型肝炎，水痘ほか 415,831

教育費

私立学校運営助成費 生徒１人あたり２８，０００円を助成 125,888

私立専修学校運営助成費 生徒１人あたり２８，０００円を助成 16,520

入学準備給付金
小・中学校に入学する子どもがいる保護者に１人につき３万円給付（生活保護受給者，就学

援助の認定を受けた準要保護者を除く）
8,610

給付型奨学金
経済的な理由により修学困難な大学生に対し月額3万円，入学一時金10万円の奨学金を給

付
7,280

奨学資金特別会計

奨学資金貸付金 経済的な理由により就学困難な学生・生徒のための奨学金貸与 7,560

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

母子父子寡婦福祉資金貸付金 母子父子寡婦家庭の経済的自立と生活安定，子どもの福祉を図るための各種資金の貸付 70,599


